
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 彦根市
Hikone　City

既存集落型地区計画 





地区計画の内容

この表は、地区整備計画の概略を示したものであり、詳細については地区計画計画書によります。

地区の区分 地区の名称 保全地区 継承地区

建
築
物
等
⼲
関
⼠
⽒
事
項

用途の制限

建築できるもの

 住宅（長屋を除く。）※他人に貸すこと、売ることを想定した住宅も可能

 兼用住宅

 学生寮

 神社、寺院

 老人ホーム、保育所、福祉ホーム など

 診療所

 簡易なホテル、旅館（ ex. スポーツ合宿所、民宿、ペンション）

 都市計画法第29条第1項第2号 （ ex. 畜舎、蚕室、温室、堆肥舎、サイ

ロ）、第 11号（ ex. 仮設建築物、車庫、物置、専用住宅の離れ）に規定されて

いる開発行為を伴う建築物

 都市計画法第34条第1項第 1号（ex. 学校施設、社会福祉施設、医療施設、

小売業、飲食業、サービス業、医療業、修理業に供する建築物）第4号（ ex. 畜

産食品製造業、動植物油脂製造業、精殻・精粉業の用に供する建築物）、第14

号（既存集落における小規模な工場等）に規定されている開発行為を伴う建築

物

 上記の建築物に付属する車庫、物置 など

 自治活動用の集会所 など ※200㎡以下

容積率 ― 100％以下

建ぺい率 ― 60％以下

敷地面積 なし 200㎡以上（隅切り部180㎡）

壁面後退 なし 1ｍ以上

高さ 10ｍ以下

屋外広告物
彦根市屋外広告物条例、彦根市屋外広告物条例施行規則に規定する「第 1種地域」

の許可基準によるものとします。

形態・意匠・

色彩

彦根市景観計画に規定する景観形成基準の「琵琶湖・内湖景観形成地域」に該当する

箇所については、当該基準に準じるものとします。

垣または柵

次のいずれにも努めるものとします。

 周辺景観および敷地内の状況に配慮し、できる限り落ち着いた色彩とし、調和の

得られる形態および意匠とするよう努めるものとする。

 できる限り樹木（生垣）、木材、石材等の自然素材を用い、これにより難い場合は、

これに模した仕上げとなる意匠とする。

 湖や湖岸道路に面する部分は、できる限り生垣とする。

緑化率 敷地面積の15％以上（敷地面積が150㎡未満は除きます）
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